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平成２９年度社会福祉法人こどもの国協会事業計画 

 

１．運営の理念 

こどもの国は、次代を担う児童を明るく健全に育てるための児童厚生施設 

として、 

 

（１）美しい自然環境のもと、児童が遊びを通して自主性、創造性を育てると 

ともに、健康を増進し、情操を豊かにする。 

 

（２）全国の児童厚生施設のセンターとしての指導的役割を果たすことを理念 

として運営する。 

 

２．運営の目標 

こどもの国は、以下の目標のもとに運営する。 

 

（１）児童の発達に合わせて、健全な遊びが十分にでき、個人や家族あるいは 

団体で利用できるよう配慮する。 

 

（２）児童の健全育成という原点を踏まえながら、時代状況に応じた運営に努 

力する一方、興味本位や営利に傾かないよう配慮する。 

 

（３）児童の健全育成活動について専門的技術の向上のため、全国の児童厚生 

施設等の職員を対象とする研修会の開催に協力する。 

 

（４）施設運営は独立採算を原則とし、入園料及び利用料などを主な財源とす 

るが、入園料及び利用料などについては、現行水準を維持するよう努める。 

 

（５）今後の５０年も引き続き、自然豊かな子ども達の遊び場としてさらに発 

展していくことが出来るよう、運営面を中心とした検討を行う等、安定的 

な運営の確保や自然環境の保護等に努める。 

 

３．目標入園者数及び入園者確保対策の推進 

平成 2９年度（以下年号を省略。）の入園者数（有料）は、９０万人を  

目標とする。 
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近年の入園者実績は、25年度78万 7千人（大雪により3日間休園） 26

年度84万3千人 2７年度90万 4千人である。 

2８年度の有料入園者数の状況は、天候などの影響もあり、開園50周年記 

念イベントなどにより大幅増となった昨年度（２７年度）の９０万４千人に 

は及ばないものの、年間を通してみると好調に伸びてきている。 

上半期をみると、９月の週末に雨が多かったこともあり、前年比△３万９ 

千人減の４８万人となっている。 

これは、開園５０周年記念式典の開催や９月のシルバーウィーク期間中の入

園者増により平成５年度以降最高の９０万４千人を記録した昨年度上半期の

５１９千人には及ばないものの、これに次ぐ入園者数を記録した平成２６年度

（過去２０年間において最高を記録）の上半期の４７５千人を４千人上回る入

園者数となっているところである。 

また、下半期についても、寒暖の差の大きな日が続いたため、入園者が前年

比で減少した月もあったが、１０月から 2 月までの５ヶ月間の入園者数をみ

てみると９０万人超えを記録した昨年度を上回っており、下半期では過去２０

年間で２番目となる入園者数を記録しているところである。 

 なお、２月までの１１ヶ月間の入園者数は、既に８０万４千人となっており、

例年、３月については、春分の日や春休みにより６万人前後の入園者があるこ

とから、昨年度の入園者数には届かないながらも、過去２０年で上位３位に入

る入園者数が見込まれている。 

さらに、2９年度においては、2８年度に引き続き、入園者数の増加、顧客 

満足度の向上に向けて、以下の対策を推進することとしている。 

 

４．広報・ＰＲ活動の強化等 

（１）広報・ＰＲ活動の強化 

① 東急や小田急電鉄グループなど企業と連携する「出前こどもの国」は 

園外活動の中心であり継続する。 

② 関係企業イベントへの積極的タイアップや、企業の福利厚生に「こど 

も招待券」を活用してもらう互いにメリットがある関係構築に努める。 

③ 新聞販売店と連携しその顧客への折り込みなど支援拡大に努める。 

 

（２）デジタルツールの強化 

こどもの国のホームページを積極的に活用し、新規コーナーの開設など 

内容の充実に努めるものとする。特に豊かな自然をタイムリーに楽しんで 

もらえるよう折々の植物の生育開花情報や自然観察イベント開催情報など 

を発信し、親子、三世代家族、自然愛好者らの来園を促す。ウォーキング、 
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ジョギングなど散策ルートの事例を紹介する。 

 

（３）こどもの国ニュースの発行 

広報紙「こどもの国ニュース」は、タブロイド版カラー４ページで、学 

校が夏休みの８月以外の毎月、年１１回発行。各号４万７千～９千部を印 

刷し、うち３万７千部は、教育委員会・教育事務所を通じて全国の小中学 

校に配布、図書館やマスコミ、官庁、企業などに送付している。園内配布 

のほか、東京都町田市、横浜市緑区・青葉区・港北区、川崎市宮前区・麻 

生区の新聞販売所に無料で約９千部を折り込み頂く。 

 

５．地域との連携強化 

（１）地域との交流の推進 

① 近隣地域との交流を推進するため、夏・冬休みの地元自治会主催の「親 

子の集い」行事にプール、スケートを無料開放する。 

② 地元青葉区とは区民デーを設け子どもたちの無料入園を実施する。 

こどもの国は青葉区民まつりに出店するなど連携する。 

③ 近隣大学とも次世代育成の観点で連携し学生の活躍の場を提供する。 

④ 鉄道会社など企業や警察、消防などの公的機関及び地域団体等との連 

携を深める。 

 

（２）職場体験学習の生徒・学生の受け入れ 

地元の中学・高校が実施する職場体験学習の生徒を積極的に受け入れ、 

総合的学習・進路学習に寄与する。また、大学、短大生のインターンシ 

ップの受け入れも引き続き実施する。 

 

（３）第３３回全国都市緑化よこはまフェアとの連携について 

   都市緑化意識の向上や都市緑化に関する知識の普及等を図ることにより、 

緑豊かな潤いのある都市づくりに寄与することを目的として、昭和５８年 

から全国主要都市の持ち回りで開催されている「全国都市緑化フェア」が 

２０１７年３月２５日（土）から６月４日（日）まで横浜市において開催 

されるが、自然に恵まれた「こどもの国」においても同フェアの連携施設 

として位置づけられていることから、主催者の横浜市及び青葉区等の諸機関

と連携し、季節に応じた花々の展示等、美しい横浜を表現するための各種イ

ベントを実施する。 

 

６．主な事業 
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「こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律」（昭和５５年法律第 

１９号）第１条第３項に掲げる事業として、既存施設・設備を引き続き運営 

するほか、豊かな自然を活用した各種の催事・事業を進め、学校教育では得 

がたい学びの場、自然とのふれあいの場、遊びの場、親子の絆づくりの場を 

提供するなど、次の事業を行う。 

（１）自然をコンセプトに来園促進 

野草のてんぷらやさつまいも堀りなどの自然体験イベントの充実を図り、 

子どもたちの自然との触れ合いの機会を増やす。自然の中を歩くノルディ 

ックウォーキングは月１回ペースの実施を継続する。 

自然のボランティアだけでなくみどりのボランティアがガイドを務める 

成人向け観察会を開始し老若男女の顧客満足を重層的に高める。 

 

（２）自然と親しむ 

 「カブト幼虫つかまえよう」や「ザリガニ釣り大会」をはじめ恒例の自然

体験など自然を生かした四季折々のイベントを開催する。 

自然を紹介するビジターセンターの開館は前年同様、３月から１１月ま 

での土曜、日曜、祝日とする。 

 

（３）自主イベントの安定開催と強化 

梅まつり、ツバキまつり、さくらまつり、こどもまつりは、四季の移ろ 

いに合わせた開催により集客率が高く、引き続き実施することにより、お 

客さまの満足度を高められるよう努める。 

また、小規模な自然体験、工作イベント等も定期的に隙間なく実施する。 

なお、「まつりイベント」の実施月日は、次のとおりとなっている。 

さくらまつり（４月１日～２日（※201６年度末から開催））、こどもま 

つり（１１月２５・２６日、※２０１６年度から、まつり期間中の新規事業 

として「こどものまち・ゆめゆめシティー」を開始）、梅まつり（２０１８  

年２月１７・１８日、２４・２５日の土・日曜日）、ツバキまつり（２０１ 

８年３月２４・２５日）。 

 

（４）教育関係団体等の協力を得て行う事業の実施 

① こどもの国吹奏楽コンテスト・青空コンサート 

第３６回を迎える吹奏楽コンテストは１０月２２日に開催し、東京都、

神奈川県の両吹奏楽連盟が協力する自主事業であり、応募の小中学校の

吹奏楽部から抽選で参加校を選ぶこととしている。 

中央広場で野外演奏する青空コンサートは「春のコンサート」を５月 
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１３、１４日に、「秋のコンサート」を１０月２２日に実施し、来園者に 

楽しんでもらうとともに生徒に演奏とパフォーマンスの機会を付与する。 

② こどもの国サッカー大会 

    昨年度、「少年サッカー大会」から「サッカー大会」へと名称変更して 

いるところであるが、第３６回を数える恒例行事であり、本年度におい 

ても、１１月１１日、１２日、１８日の３日間の日程で開催する。 

小学校高・中・低学年各１２チームがトーナメント方式で、女子６チ

ームがリーグとトーナメントを組み合わせた方式により、優勝を競うも

のであり、神奈川県横浜・川崎・相模原・厚木・大和および東京都町田

の近隣６市のサッカー協会が実行委員を組織し、協力している。 

 

（５）助成や協賛等による事業の実施  

企業の助成を受けて実施するイベント 

  ① 春まつり、秋まつり 

    朝日新聞社と共催で春（５月３日～５日）と、秋（１０月７日～９日） 

の行楽シーズンに子どもたちが楽しめるイベントを開催する。 

  ② 牛乳まつり、牧場まつり 

    雪印メグミルク主催による牛乳まつり（５月）、雪印メグミルクの助成 

   で開催する牧場まつり（１１月）で牧場ならではのイベントを開催する。 

③ ジャンボかるたとり、どんど焼き 

    テレビ朝日福祉文化事業団の助成で正月行事のジャンボカルタとり大 

   会（２０１８年１月２、３日）と、どんど焼き（２０１８年１月１３日） 

を実施する。どんど焼きでは焼き芋を入園者に無料で振る舞う。 

  ④ サンマを炭火で食べる会 

女川漁港、気仙沼漁港からサンマ３，３００匹の無償提供はじめ天塩、 

コカ・コーライーストジャパン、サントリービバレッジ、ミツカンの協賛、東 

京燃料林産の協力で９月２３、２４日で開催する。参加募集は２日計３，００ 

０人としており、売上金は両港に復興支援として寄付する予定である。 

   ⑤ 神奈川県児童福祉施設駅伝大会、卒業生送別マラソン大会 

    資生堂社会福祉事業財団の一部助成で、神奈川県内の児童福祉施設の 

   児童、生徒が参加する競争大会を開催する。 

 

（６）スケート事業の内容の充実 

  スケート事業においては早朝スケート教室、学校団体スケート教室など 

学びの場を拡充し、子どもたちの教育、健全育成への寄与拡大を図るとと 

もに入園増につなげる。 
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事業期間は１２月１６日から２０１８年２月２５日（日）の６１日間 

    

（７）自然環境整備及びそれに付随した事業の実施 

豊かな自然を維持するため、樹木の剪定、伐採、植樹を行うなど引き続 

き、管理に全力を上げる。 

 

（８）センターとしての指導的役割 

全国に設置されている「地方こどもの国」等の関係施設を対象に積極的 

な情報交換等を行うこと等により、児童厚生施設の中核的施設としての役 

割を果たしていく。 

   

７．今後５０年のあり方の検討 

こどもの国が、この先の５０年も引き続き、変わらぬ緑豊かな自然を活用 

しながら、地域に開かれた児童厚生施設として、さらに大きな役割を果たし 

ていくことを目的として、「こどもの国の今後５０年のあり方」について、検

討を進めてきているところであるが、その検討結果を踏まえながら、引き続き、

経営の安定に努めていくこととしている。 

 

 

以上 


